
11 農作業安全の推進

【令和４年度予算概算要求額 83（49）百万円】

＜対策のポイント＞
他産業並みの労働安全の実現に向け、地域の推進組織における効果的な活動の活性化を図るとともに、農業機械を用いた作業の安全性向上に向けた調

査・アセスメント等を実施します。

＜事業目標＞
農作業事故による死亡者数の減少（304人［平成29年］ → 185人［令和４年］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．持続的生産強化対策事業のうち農作業安全総合対策推進 34（49）百万円
① 農作業事故に係る原因・影響分析調査

農作業事故が農業経営に及ぼす影響を定量的に分析し、効果的な啓発に活用します。

② 地域における発展的な研修の展開
地域の推進組織が実施する発展的な研修の実施、他地域への展開を支援します。

２．農作業安全に係る情報分析・普及・啓発事業 49（ー）百万円
① 他分野等機械における安全性能の農業機械への応用

他分野や海外の機械における安全性能等を調査し、農業機械の安全性能の向上を
図るために必要な機能について実装に向けた検討を支援します。

② 農業機械の安全性能アセスメント
安全性能評価を行うための具体的な試験・評価手法の開発を支援します。

③ 農作業事故に係る実態分析・安全意識向上
事故情報の悉皆的な分析を通じて機械が要因の事故の検出を行うとともに、法令への

対応状況等を把握し、法令遵守の徹底に向けた普及啓発活動を実施します。
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２．農作業安全に係る情報分析・普及・啓発事業

評価基準の策定

○○性能評価 △△性能評価

②安全性能アセスメント

○○点以上 ★★★★

○○点以上○○点未満 ★★★

○○点以上○○点未満 ★★

○○点未満 ★

＜事業の流れ＞

定額

国

【事業主体】公募により決定

民間団体等

都道府県段階の協議会等※

定額

（１都道府県当たり上限30万円）

【事業主体】採択申請により採択

（1②の事業）

※補助金の交付先は、協議会を構成す
る都道府県、団体等を含む。

（１①②の事業）

（２の事業）

③農作業事故に係る実態分析・安全意識向上

１．持続的生産強化対策事業のうち農作業安全総合対策推進

②地域における発展的な研修の展開

例：農作業機械の点検に
関する現場指導

例：適切な刈払機の演習例：適切な耕耘機の
走行演習

民間団体等

都道府県段階の協議会等

・農作業安全に資する効果的
な研修のあり方を整理 フィードバック

情報収集

自ら研修を実施（重点実施地域）




